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第１ 請求の概要と受理

１ 請求人

ａ

２ 請求書の提出

平成 25月２月７日

３ 請求の主たる内容

「安斉議員は 51 万円の不当利得を有している。当該不当利得を返還請求す

るよう杉並区長に求める。」（原文のまま）

請求人が提出した「杉並区職員措置請求書」は別添（別紙１－１）であるが、

主張事実及び平成 25年２月 22日に行った請求人の陳述の要旨は次のとおりで

ある。

（主張事実等の要旨）

安斉議員は、家主のｂ氏と賃貸借契約（賃借料 年 102 万円）を交わし、

契約書を区議会議長に提出して、平成 23年度において交付を受けた政務調

査費から、賃借料の半額に相当する年 51万円を事務所費として支出した。

一方、東京都選挙管理員会（以下「都選管」という。）に届出された安斉

あきら後援会（以下「後援会」という。）の政治資金収支報告書に添付され

ている事務所費の領収書写しには、「事務所賃借代 １月分～12月分（政務

調査費との按分あり)」の記載が認められることから、安斉議員が後援会に同

じ事務所を貸し、年間 51万円の賃借料が安斉議員に支払われている。

つまり、不動産物件の転貸というべき行為であり、安斉議員は、実質的

に負担する賃借料が年間 51万円であることを明確に説明すべきところ、そ

れを怠り、区議会議長をして賃借料が年間 102 万円であると誤認させてい

る。

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程

（以下「規程」という。）別表政務調査費使途基準細目（以下「使途基準細

目」という。）で、事務所費の上限を賃借料の２分の１以下と定めているの

は、事務所を政治活動など別用途で兼用するような場合を考慮したもので

あり、賃借料をとって転貸することは想定していない。

転貸や二者以上が共同で借りるような場合、賃借料は契約書だけでは確

認できない。使途基準細目の賃借料とは契約書上の金額ではなく、実質的

に負担している額を指すものであることは明らかである。

これは、すぐろ議員の例と比べれば分かることである。すぐろ議員は平

成 23年度に、月３万円×10 箇月= 30万円を政務調査費に計上し、積算根

拠を次の資料を提出して明瞭に説明している。

① 賃貸借契約書(家賃･月額 110,250円)

② 家賃の振込明細(月額 110,250円)
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③ みどりの未来からすぐろ議員への家賃支払い領収書の写し(月額

50,000円)

④ みどりの未来とすぐろ議員の事務所使用割合を示す見取り図

すぐろ議員が実質的に負担する家賃は 110,250円－50,000円= 60,250円で

あり、その２分の１を按分計算した結果が３万円である。

このすぐろ議員の例に倣えば、安斉議員は、以下のように実質的な賃借

料を説明する資料を提出すべきであった。

① 家主と安斉議員との契約書(家賃 85,000円)

② 安斉議員が家主に払った領収書(月額 85,000円)

③ 後援会と安斉議員の使用状況を示す見取り図

④ 後援会から安斉議員が受け取った賃借料の領収書

仮に安斉議員が、家賃の実質負担額が 51万円であることを説明していれ

ば、政務調査費から支出できる上限はその２分の１に当たる 25万５千円で

あった。

政務調査費という補助金を受けて借りている事務所を転貸し、利益を得

る行為は明らかに法令等に違反しており、違法・無効である。

４ 請求の受理

本件請求は、地方自治法（以下「法」という。）第 242 条所定の要件を具備

しているものと認め、平成 25年２月 14日の監査委員会議において受理するこ

とを決定した。

受理に先立ち、法第 199条の２に基づき、吉田愛委員、増田裕一委員の２名

は除斥とした。
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第２ 監査の実施

１ 陳述の機会等

請求人に対して、法第 242条第６項の規定に基づき、平成 25年２月 22日に

新たな証拠の提出及び陳述の機会を設けた。当日、請求人は請求の趣旨を補足

する陳述を行い、新たな証拠として、陳述内容を記載した書面及び他議員の事

務所費の支出に係る書類の写しなど別添（別紙１－２）を提出した。

２ 監査対象事項

安斉議員に交付された平成 23年度の政務調査費のうち、事務所費に充てられ

た額の違法・不当の有無を監査対象事項とする。

３ 対象部局とその抗弁要旨

総務部総務課及び区議会事務局を本件請求の対象部局とし、抗弁書の提出を

求めるとともに、平成 25年３月１日に説明聴取を行った。その主な内容は以下

のとおりである。また、適宜関係書類の提出を求め、調査を行った。

３－１ 総務部総務課

政務調査費とは、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし

て交付するものであり、その支出等については、区議会事務局次長に委任

されている。また、政務調査費の執行は、第一に会派や議員の倫理観を前

提にした自己検査、第二に議会の代表者としての議長が調査することが妥

当であり、議会の自律性の中で処理することが適当と考えている。

政務調査費の使途基準は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査

費の交付に関する条例（以下「条例」という。）に基づき、杉並区議会の

会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則（以下

「規則」という。）第６条及び別表で規定している。政務調査費の使途

基準については、学識経験者等を委員に加えた杉並区議会政務調査費専門

委員会及び杉並区議会政務調査費調査検討委員会において検討を行い、平

成 23年５月及び平成 24年４月に使途基準細目を一部改正をしている。こ

のように、時代の要請に応えられる使途基準づくりや区民への説明責任を

果たすことなどを目指した検討が常に進められており、適正な支出が行わ

れていると考えている。

また、政務調査費の適正な使用については、条例第 11条により、区議

会議長が必要に応じ、会派の代表者及び議員が提出した前年度の報告書、

政務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を調査する

ことができることとされている。今回の措置請求の対象となっている件に

ついては、条例第 11条に基づき、区議会議長が報告書及び領収書等を調

査し、適正な執行であると判断したものと考えている。その上で、執行機

関である区長は、提出された報告書の写しをもとに政務調査費の支出につ

いて明らかな使途基準違反があるか等のチェックを行ったが、違反は見つ

からなかった。現在まで、修正等の新たな報告書の提出がないので、支出
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に誤りがあったとは認識していない。

区は、今後とも執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との

抑制と均衡を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書

の写しの内容から、明らかな使途基準違反があるかをチェックすることで、

区長の政務調査費または政務活動費の交付者としての責任を果たしてい

く所存である。

３－２ 区議会事務局

（１）政務調査費について

平成 12年５月の法改正を受け、区では平成 13年３月 23日に条例を、

同年３月 30 日に規則を定めている。これにより、政務調査費は条例に

規定する要件を満たすものに対し政策的判断を要することなく、一律に

交付されることとなった。

杉並区議会では、条例制定時から、出納簿（平成 18 年度分までは写

し）を収支報告書とあわせ区議会議長に提出し、区民が閲覧できるよう

定めて透明性の確保に努めており、その後、平成 18 年第４回区議会定

例会において、政務調査費の収支報告の際に領収書その他の証拠書類を

添付する条例改正を行っており、政務調査費の使途に関しては、規程を

制定し、平成 19年５月１日から施行している。

さらに、客観性をより担保させるため、政務調査費の使途基準をより

具体化した詳細な使途基準細目を規程に追加し、平成 20 年４月交付分

の政務調査費から適用している。その後も、その時々の社会情勢を踏ま

え、継続的に見直しを図ってきており、事務所費の対象となる賃借料に

ついても、自己所有の場合、賃借の場合など具体的な事例に応じた取扱

いについて定め、明らかにしている。

（２）事務所費について

安斉議員は、賃貸人ｂ氏との間で杉並区西荻南二丁目所在の物件（以

下「本件事務所」という。）について月額８万５千円で賃貸借契約を締

結し、安斉あきら事務所として使用している。本件事務所の居室数は１

室のみであり、事務所の扉及び扉の横には、安斉あきら事務所と書かれ

た看板が掲げられていること、本件事務所は、後援会を含め、他の団体

等に転貸等を行っている事実はないことを区議会事務局で確認してい

る。

本件事務所については、区議会議員としての政務調査活動のほか、政

治活動にも利用しているため、使途基準細目の規定のとおり年間 102万

円のうちの２分の１に当たる 51 万円を政務調査費で支出した。残りの

２分の１の額については、政治活動による利用として後援会から支出を

受け、都選管に提出した収支報告書のとおりである旨の報告を受けてい

る。

（３）請求人の主張に対する反論

請求人は、安斉議員が本件事務所を後援会に転貸して賃借料を得、そ

れを隠して政務調査費の交付を受けたとして、その返還を求めるとして
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いるが、全くの事実誤認である。

政治資金規正法第 19 条第１項では、公職の候補者は、その者がその

代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治

資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができるとして

いる。そこで、安斉議員は、同人に係る政治資金の収支を明らかにする

ため、同人を代表者、同人の自宅である杉並区上井草四丁目を主たる事

務所の所在地として後援会を設立し、これを政治資金規正法に定める資

金管理団体として都選管に届け出て、同法第 12 条に基づき収支報告書

を提出している。

当該収支報告書における事務所費は、本件事務所の賃借料のうちの安

斉議員の政治活動部分について、後援会が資金管理団体の役目として支

出したものである。この支出についての後援会宛の領収書が発行されて

いるが、この領収書但書にある事務所賃借代とは、賃貸人であるｂ氏と

賃借人である安斉議員との間で締結された賃貸借契約に係る賃借料を

指すものであり、後援会と安斉議員との間に賃貸借契約があることを示

すものではない。これは、後援会の事務所所在地が上井草四丁目である

ことからも明らかである。すなわち、後援会が負担した金員は、本件事

務所の使用の対価としてではなく、安斉議員の政治活動に対する活動資

金として支出されたものである。

会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が

混在しているケースが多く、実務上経費を合理的に区分することが困難

な場合が多いため、事務所専用として賃借している場合は、使用面積等

による区分も困難であることから、政務調査費から支出できる事務所費

の上限を２分の１とすることを使途基準細目で規定しており、本件事例

は、何らこれに反するものではない。

安斉議員は、自らの政治活動に要した経費と政務調査活動に要した経

費の透明性を確保するために、それぞれ適正に報告書等に記載し、提出

等を行っているものであり、請求人が指摘するような、自ら賃借した事

務所を第三者に転貸して賃借料を得ている事実はそもそもないのであ

るから、請求人の請求は何ら理由がない。

４ 関係人と回答要旨

条例第11条で、区議会議長は政務調査費の適正な運用を期すため、必要に応じ

調査を行うことができるとされていることから、区議会議長を本件監査に必要な

関係人と位置付け、平成25年２月14日付け文書により調査協力を依頼した。その

回答要旨は以下のとおりである。

安斉議員の事務所費（平成 23 年度分）に関する部分における請求人が指摘

する不当である等と記載してある内容について、使途基準その他の法規等に照

らして、違法・不当であるか否かについて確認を行ったところ、安斉議員が行

う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認め

られるものはなく、平成 23 年度の使途基準及び使途基準細目に基づく適正な
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支出が行われていた。

続いて、請求人の主張に対する見解等として、区議会事務局の抗弁書と同様の

要旨を記載した上で、安斉議員は政治活動と政務調査活動に要した経費の透明性

を確保するために、それぞれ適正に報告書の提出等を行っており、請求人が指摘

するような事務所を転貸して賃借料を得ている事実はないのであるから、請求に

は理由がない、としている。

最後に安斉議員からの説明が記載されており、その要旨は以下のとおりである。

議員が事務所を使用する際、議員活動のみではなく政治活動等にも使用する

事は一般的であり、これを前提に使途基準等も定められている。本件事務所も

同様であり、一定の按分を行い、それぞれ経費を負担している。契約当初より、

議員個人の事務所として賃借しており、他への転貸等をしている事実は一切な

い。

後援会は、自らの政治資金の収支を明らかにするため、安斉あきらを代表者

として、杉並区上井草四丁目所在の同人の自宅を事務所所在地として政治資金

規正法第 19 条に規定する資金管理団体として設立したものである。後援会は

安斉あきらのために政治資金の拠出を受けるべき政治団体（資金管理団体）と

して適正に届け出ており、本件事務所の賃借料の２分の１に相当する額は、後

援会が同人の政治活動として利用している分の賃借料として契約当事者の安

斉あきらに支払ったものにほかならない。

都選管に確認したところ、本件の領収書は、宛名（後援会）及び金額（51

万円）、但書（事務所賃借代）が正確に記載されており、支出の証明を正確に

示す証拠書類であるとの回答を得ている。

今回の件が転貸に当たるかを契約立会人である ｃ に確認したところ、契約

当事者が使用するのであれば、同人が団体の代表者として使用していたとして

も、社会通念上、不動産取引における転貸に当たらず、また本人が議員活動及

び政治活動を行うことを想定して賃貸借契約を締結しており、転貸の認識は一

切無いとの回答を頂いた。

後援会が団体として本件事務所を使用しているのではなく、後援会は政治資

金規正法第 19 条に定める資金管理団体であるので、賃借料のうち安斉あきら

が政治活動で使用している部分について資金管理団体の役目として支出し、収

支報告書に記載しているものであり、請求人が事実を誤認しているに過ぎない。

なお、請求人は、すぐろ議員の事務所賃借料負担の例を挙げ、本件事務所に

係る支出を違法としているが、すぐろ議員の場合は議員事務所と政治団体「み

どりの未来」の事務所として使用しているものであり、他への転貸や共有の事

実のない本件事務所の場合と同一視することはそもそも無理がある。
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第３ 監査の結果と判断

１ 監査結果

本件請求については、平成 25年４月２日、監査委員２名の合議により次のよ

うに決定した。

請求人の主張は理由がないものと認め、棄却する。

２ 判 断

請求人の主張を要約すると、安斉議員は同人名義で賃借した本件事務所を後

援会に転貸し、後援会から賃借料を得ながらそれを秘匿し、当該賃借料を控除

することなく、家主であるｂ氏との賃貸借契約に伴う契約賃借料を前提とした

政務調査費の交付を受けた。この政務調査費に係る支出は条例・規則等に基づ

かない違法・無効なものである、とするものである。

そこで、論点となる（１）本件事務所の使用実態及び（２）本件事務所の賃

借料に係る政務調査費からの支出について検証することとするが、政務調査費

制度の趣旨を踏まえ、条例等の規定、判例、議会が自主的に定めた使途基準及

び使途基準細目等に照らして判断するものとする。

（１）本件事務所の使用実態について

まず、本件事務所の使用実態についてであるが、請求人は、政治資金収支報

告書及びそれに添付された領収書の記載を根拠として、安斉議員が後援会に対

して本件事務所を転貸しており、その対価として年間 51 万円の賃借料が安斉

議員に支払われている、と主張している。

これに対し、対象部局及び安斉議員は、本件事務所を後援会を含め他の団体

や個人に転貸している事実はなく、以下を論拠に請求人の主張は全くの事実誤

認に基づくものであると抗弁している。

① 本件事務所は契約当初より安斉議員が専用の事務所として賃借し、政務

調査活動及びその他の政治活動のために使用している。居室数は１室で、

事務所には「安斉あきら事務所」と書かれた看板が掲げられている。ま

た、政治資金規正法に基づき報告された後援会の主たる事務所の所在地

は杉並区上井草四丁目にあり、本件事務所の所在地である杉並区西荻南

二丁目とは異なる。

②安斉議員は自身の政治資金の収支を明らかにするため、後援会を政治資

金規正法に定める資金管理団体として指定し、都選管に対して届出を行

い、収支報告書を提出しているものである。都選管に提出された収支報

告書及びこれに添付された領収書は、本件事務所の賃借料のうち安斉議
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員自身の政治活動に係る部分を政治資金として支出したことに対して作

成し、提出・発行されたもので、本件事務所に関して計上された 51万円

が後援会の活動場所とするための対価として支払われたことを示すもの

ではない。領収書但書の「事務所賃借代」の記載は、賃貸人ｂ氏と安斉

議員との間で締結された賃貸借契約に係る賃借料を指すものであり、後

援会と安斉議員との間に賃貸借契約があることを示すものではない。

請求人から提出された事実証明資料及び対象部局から提出された抗弁書な

どから、以下の事実が確認できる。

本件事務所の所在地は東京都杉並区西荻南２-18-19 ウイング西荻南 102

号室で、鉄骨鉄筋コンクリート造の７階建の１階部分、占有面積は約 18.38

平方メートルである。

安斉議員は、本件事務所について月額８万５千円の賃貸借契約を平成 19年

６月１日付で賃貸人であるｂ氏との間で締結し、安斉あきら事務所として使

用している。

後援会は、政治資金規正法に基づく安斉議員の資金管理団体として指定さ

れ、都選管に届出がされている。

都選管に提出された後援会の平成 23年分収支報告書の「支出の目的」欄の

該当部分には、「事務所賃借代 １月分～12月分」と記載されている。また、

同じく収支報告書に添付された領収書の但書には「事務所賃借代 １月分～

12月分（政務調査費との按分あり）」との記載がある。

それでは、本件事務所の使用実態と収支報告書等の記載について検証する。

（本件事務所の使用実態について）

本件事務所の面積は 18.38平方メートルで、部屋数１室であること、また、

対外的な表示として事務所入口に掲出された看板は「安斉あきら事務所」と

されていることが区議会事務局で確認されている。さらに、後援会の主たる

事務所の所在地として本件事務所とは別の住所が登録されていることが都選

管に提出された書類から確認できる。

これらのことから、本件事務所については、安斉議員が個人事務所として

自らの政務調査活動及び政治活動のために使用しており、政治団体として借

り受け使用しているものではないとする対象部局及び安斉議員の説明は首肯

でき、後援会に転貸しているような実態はないと解することが自然である。

（収支報告書等の記載について）

政治資金規正法では、公職の候補者が自身が代表者となっている政治団体

のうちから一つの団体を自らのために政治資金の拠出を受けるべき資金管理

団体として指定することができるとされている。資金管理団体は、公職の候

補者の政治資金等を管理するためのものであり、同法では資金管理団体に係

る収支報告書等の提出が義務付けられている。
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対象部局及び安斉議員は、都選管に提出された収支報告書及び領収書につ

いて、①収支報告書の「事務所賃借代 １月分～12月分」の記載は、本件事

務所の賃借料のうち政務調査費として交付を受けた分の残余である２分の１

相当額を、同議員の政治活動分の政治資金として後援会から支出を受けたこ

とを示すもの、②後援会宛の領収書はそのことに対して発行されたもの、③

領収書但書の「事務所賃借代 １月分～12月分（政務調査費との按分あり）」

の記載は、賃貸人ｂ氏と安斉議員との間で締結された賃貸借契約に係る賃借

料を指すものである、と説明している。当該収支報告書等の記載の表現は検

討の余地があると思われるものの、本件事務所の使用実態と資金管理団体の

法的性格や機能を踏まえると、これらの説明は首肯でき、収支報告書等の記

載は、本件事務所の賃貸料のうち政務調査費として交付された金額を控除し

た残余について、資金管理団体から同議員に政治資金として支出されたこと

を表すものと認めることが相当である。

以上を総合すると、当該収支報告書及び領収書の記載を根拠に本件事務所が

安斉議員から後援会に転貸され、年間 51 万円の賃借料が後援会から安斉議員

に支払われているとする請求人の主張は採用することができない。

（２）本件事務所の賃借料に係る政務調査費からの支出について

次に、本件事務所の賃借料に係る政務調査費からの支出についてであるが、

請求人は、すぐろ議員の場合と比較し、後援会から事務所賃借料として支払わ

れた額を控除した額を実質負担額として政務調査費算定の前提とすべきであ

ったにもかかわらずこれをせず、51万円の政務調査費の交付を受け、少なくと

も 25 万５千円を不当利得していることは、信義則に反しており、制度が想定

しない不正受給であるので、51万円全額が無効な支出である、と主張している。

これに対し対象部局及び安斉議員は、政務調査費から支出できる事務所費の

支出割合の上限は２分の１とすることを使途基準細目で規定しており、これに

何ら反するものではないと抗弁し、以下のように説明している。

①安斉議員は、本件事務所を政務調査活動のほか、政治活動で利用している。

そこで、使途基準細目に基づき年間賃借料の２分の１に当たる 51万円を政

務調査費で支出し、残り２分の１は政治活動による利用として資金管理団体

たる後援会からの支出を受け、都選管に収支報告書を提出したものである。

②請求人がその主張の論拠としているすぐろ議員の場合は、賃借している事務

所について区議会議員としての使用と政治団体「みどりの未来」としての使

用がある。これに対し、安斉議員の場合は、他団体等への転貸ないし共有し

ている事実はなく、同一視することは無理がある。

そこで、本件政務調査費の支出が請求人の主張するような違法・不当なもの
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であったかどうかを検証する。

まず、安斉議員が年間事務所賃借料の２分の１の 51 万円を政務調査費の事

務所費として計上し支出を受けたことが確認できる。

次に、政務調査費制度をみると、杉並区では条例及び規則において、政務調

査費の交付対象、交付額、交付方法、使途基準等を定めており、議員が区政に

関する調査研究を行う拠点として事務所を設置することは一般的に認められ

ることとして、使途基準では支出科目の一つとして事務所費を掲げている。

さらに、区議会が学識経験者等第三者の意見も参考にしながら定めた使途基

準細目において、自己所有の事務所については計上を認めないこと、賃借の場

合の支出割合の上限は２分の１とすること、自宅兼用の場合は事務所部分の面

積等を考慮した按分とすることを規定した。また、個人で契約する事務所賃借

料の政務調査費の上限は月額５万円とするとともに、賃貸借契約書の写し又は

間取り図の提出を義務付けている。

なお、支出割合の上限については、議員事務所における議員の活動が、区政

に関する調査研究活動と、選挙活動、後援会活動などその他の活動が混在し、

実務上経費を合理的に区分することが困難な場合が多いという実情を踏まえ

たものと考えられる。

以上みたように、事務所費に係る政務調査費の使途基準及び使途基準細目に

は、賃借料のうち政務調査費の対象部分以外の支出については特段の規定はな

いので、請求人が主張するように賃借料を得て、第三者に事務所を転貸してい

る事実があればともかく、そうでない限り第三者等から何らかの資金提供を受

けたかどうかが政務調査費の支出の適否及び交付額算定に影響を及ぼすもの

ではないと解される。

また、請求人は、安斉議員が後援会に事務所を転貸し、賃借料を得ていると

する主張を前提に、すぐろ議員の場合と比較し後援会から支出された額を控除

して政務調査費の事務所費を算定すべきとするが、本件においては（１）で検

証したとおり、本件事務所を後援会が安斉議員から賃借し使用している事実は

ないので、政治団体との間で事務所を区分し使用しているすぐろ議員のような

場合とは明らかに異なり、年間賃借料 102 万円から後援会から支出された 51

万円を控除した額を事務所費算定の前提とすべき理由はない。

以上からみると、本件事務所は安斉議員が年額 102万円で賃借している本人

専用の事務所であり、その場合、使途基準及び使途基準細目に基づいて支出で

きる政務調査費の上限額は当該賃借料の２分の１である 51 万円であると認め

られる。本件事務所の賃借料に係る政務調査費の支出は、使途基準及び使途基

準細目で求められる要件を満たしており、必要な書類等も提出されていること

から、これを不適切とする理由はなく、請求人の主張するような違法・不当な

点は認められない。
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なお、本件事務所の賃借料に係る契約書、領収書等の証拠書類を確認したところ、

政務調査費の事務所費支出に係る報告及び事務処理等は条例等に基づいて適正に行

われており、法令違反の事実は認められなかった。

以上のことから、安斉議員に対する平成 23 年度の政務調査費の事務所費支出に係

る財務会計行為に違法・不当な点は認められず、請求人の主張には理由がないので、

監査結果のとおり判断する。



別 紙
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(平成25年2月7日 杉監査第2410号収受)

杉並区職員措置請求書

杉並区監査委員御中

２０１３年２月７日

請求の趣旨

安斉昭杉並区議会議員の平成２３年度(２０１１年度)政務調査費収支報告書(２０１２

年４月４日受理)を検討したところ、上記の条例等の規定に反する次のような違法･不当な

支出があることが判明した。

杉並区議会議員･安斎昭氏に対し、下記のとおり杉並区議会事務局は２０１１年４月から

２０１２年３月分事務所家賃の一部として政務調査費から計５１万円を支出した。

①２０１１年４月１３日･１２万７５００円(４月～６月分・按分率５０%)

②２０１１年７月１３日･１２万７５００円(７月～１０月分・同)

③２０１１年１０月１２日･１２万７５００円（１０月～１２月分・同)

④２０１２年１月１３日・１２万７５００円(１月～３月分・同)

しかしながら、これらは法律・条例・規則等に基づかない違法・無効な支出であり、安

斉議員は５１万円の不当利得を有している。当該不当利得を返還請求するよう杉並区長に

求める。

請求理由

安斉区議が区議会議長に提出した２３年度政務調査費収支報告書ならびに提出資料によ

れば、杉並区西荻南２－１８－１９ウイング西荻南１０２所在の賃貸マンションについて、

貸主・ｂ、借主・安斉昭氏の間で、賃料月額８万５０００円(年間１０２万円)の賃貸借契

約が結ばれている。そして、この契約金額を算出根拠として、安斉議員は使途基準が定め

る「賃料の１／２」にあたる５１万円を事務所費（２０１１年４月から２０１２年３月ま

での１年分）に計上・支出した。

しかしながら、当該不動産物件を安斉氏自身が第三者に賃貸しし、賃料を得ているとい

う事実が明らかになった。すなわち、東京都選挙管理員会に届出がなされた政治団体「安

斉あきら後援会」の２２年分・２３年分政治資金収支報告書と領収書写しによれば、安斉

氏自身が「安斉あきら後援会」に同じ事務所を貸しており、年間５１万円の賃料が安斉氏

に払われている。

各領収書写しには次の記載が認められる。

領 収 証

安斉あきら後援会様

★５１０，０００円

但事務所賃借代(１月～１２月分 政務調査費との按分あり)

２０１０年１２月３１日 上記正に領収いたしました

安斉あきら 杉並区上井草４－１６－８

別紙１－1
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領 収 証

安斉あきら後援会様

★５１０，０００円

但事務所賃借代(１月～１２月分 政務調査費との按分あり)

２０１１年１２月３１日 上記正に領収いたしました

安斉あきら 杉並区上井草４－１６－８

なお２０１２年１月－２０１２年３月は政治資金収支報告書が公開されておらず、安斉

あきら後援会安斉氏に賃料が払われたかどうかを証拠上確認することはできない。だが従

前の処理をみれば安斎あきら後援会に転貸しされていると推認される。

事実関係を以下に整理する。

① 安斉氏が家主のｂ氏と賃貸借契約（賃料年１０２万円）を交わした。

② 安斉氏は①の契約書を区議会議長に提出して、契約賃料の半額に相当する年５１万円

を政務調査費から支出した。

③ 安斉氏は、政治団体「安斉あきら後援会」に対して当該事務所を年間５１万円で賃貸

しした。

―― ということになる。

つまり、不動産物件の転貸しというべき行為である。転貸しによって安斉氏は年間５１

万円の利益を得ている。政務調査費という補助金の入った事務所を転貸しして利益を得る

行為は明らかに法律・条例等に違反しており、違法・無効である。

地方自治法第１００条第１３項及び第１４項、および「杉並区議会の会派及び議員に対

する政務調査費の交付に関する条例」等に基づき杉並区議会議員・会派に対して交付され

た政務調査費（議員1人あたり月額16万円）は法第２３２条の２に定める補助金であり、公

益上必要がある場合にのみ支出がなされるべきものである。

また条例第９条は「政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、政務調査費を規則で定

める使途基準に従って使用するものとし、区政に関する調査研究に資するため必要な経費

以外のものに充ててはならない」としている。また、同条例施行規則第６条は政務調査費

の使途基準を定め、政務調査費の取扱いに関する規程第２条は、次に掲げる各経費を、「区

政に関する調査研究に資するために必要とする経費に該当しないものとする」と定めてい

る。

１ 選挙活動に関する経費

２ 政党活動に関する経費

３ 後援会活動に関する経費

４ 交際費（慶弔費、せん別、病気見舞、新・忘年会費等）に関する経費

５ 飲食（会議等を主催する場合の茶菓を除く。）に関する経費

６ 政務調査の目的に合致しない個人的技能の習得に関する経費

７ 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費
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８ 自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費

９ その他政務調査の目的に合致しない経費

さらに、同規定第２条の２は、「政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費

のうちに区政に関する調査研究に資するため必要なもの及びその他のものが含まれるとき

は、区政に関する調査研究に資する経費相当額を区分し、政務調査費により支出しなけれ

ばならない」と定めている。

同条例施行規則第６条に定める使途基準のうち、「調査研究に必要な事務所の設置、管

理に要する経費（事務所賃借料、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料、維持管理費）」として事務

所費を認めている。また同使途基準細目は、事務所費について次のように規定している。

○ 事務所賃料について

自己所有 できない

賃貸 事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする

自宅兼用 事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積等

を考慮した按分率を乗じた額とする

支出割合上限基準額

（自宅賃借料×按分率）×１／２

政務調査費が使途を厳しく限定された補助金であり、転貸しして利益を得るなどという

ことを想定していないのは明らかである。事務所費の上限を賃料の２分１以下と定めてい

るのも、事務所を政治活動など別用途で兼用するような場合を考慮したものであり、賃料

をとって転貸しするといったことを想定したものではない。本件のような転貸しは社会通

念上も認めがたい行為である。

杉並区議会の歴史にも前例をみない。重大な信義則違反である。

安斉氏は元監査委員であった。つまり政務調査費の使途について豊富な專門知識を有し

ており、転貸しをした場合に違法性が問われることを十分に認識できる立場にあった。そ

れにもかかわらず、転貸しの事実を区議会議長に報告しないまま事務所費として５１万円

を政務調査費から支出したのである。家主であるｂ氏と安斉あきら氏との契約書とあわせ

て、安斉あきら氏と「安斉あきら後援会」の契約書もあわせて区議会議長に提出し、安斉

あきら氏が負担する実質的な賃料が年間５１万円であることを明確に説明すべきところ、

それを怠り、区議会議長をして賃料が年間１０２万円であると誤認させているのである。

安斉氏の行為は悪質性があり、悪意の受益者というべきである。

なお、同種の支出について杉並区監査委員は同様の例について過去に監査を行っており、

「賃借料については賃貸借契約書の写し又は間取り図が提出されていれば、不適切とする

理由はない」とする判断をしている。だが、支出がなされた時点で議会事務局は転貸しの

事実を知らなかったのであり、その後｢転貸し｣行為が発覚していながら、発覚以前の手続

きの外見的正当性だけをもって「不適切とする理由はない」というのは不充分な監査とい

うべきである。転貸しという重大な新事実を考慮したうえであらためて支出の是非を慎重
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に監査されたい。

請求者

ａ 印

地方自治法第２４２条第１項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求

します。

疎明資料

別紙１ 安斎昭議員の平成２３年度政務調査費収支報告書に添付された事務書賃料の領収

書(計４枚)

別紙２ 安斉議員が区議会議長に提出した賃貸借契約書

別紙3－1 別紙3－2
別紙３「安斎あきら後援会」収支報告書（２２・２３年分）

別紙４「安斉あきら後援会」収支報告書に添付された領収書（２２・２３年分）

以上



51

別紙１－２
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平成 25年 2月 28日

抗弁書

監査委員あて

区議会事務局長

与島 正彦

１ 政務調査費の条例等の制定について

議員の調査活動のための経費については、従前は、地方自治法第 232 条の 2 に基づく

補助金として、杉並区規則に基づき区政調査研究費を支出していたが、平成 12 年 5月の

地方自治法（以下「法」という。）の一部改正により、「普通地方公共団体は、条例の定

めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、

その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付できる」こととされたことか

ら、法第 100条第 14項に定める交付金として支出できることとされた。

上記法改正を受けて、当区では、平成 13 年 3 月 23 日に「杉並区議会の会派及び議員

に対する政務調査費の交付に関する条例（以下「条例」という。）」を、同年 3月 30日に

同施行規則を定めている。

これにより、政務調査費の交付根拠が明定され、条例でその額、交付方法についても

定めることとされたことにより、政務調査費は、条例に規定する要件を満たすものに対

し、政策的判断を要することなく、一律に交付されることとなった。

２ 政務調査費に関するこれまでの取組みについて

杉並区議会では、条例制定時から、全国都道府県議会議長会や全国市議会議長会のい

わゆるモデル条例案では規定していないところの出納簿（平成18年度分までは写し）を

収支報告書とあわせ議長に提出し、区民が閲覧できるよう定めて透明性の確保に努めて

いる。その後、平成18年第4回区議会定例会においては、政務調査費の収支報告の際に領

収書その他の証拠書類を添付する条例改正を全議員の総意により行っている。

また、政務調査費の使途に関しては、議会改革に関する検討調査部会を中心に議会内

部で検討を重ね、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程

（以下「規程」という。）」を制定し、平成19年5月1日から施行している。

さらに、平成 19 年 11 月から翌 3 月まで議会内部に「杉並区議会政務調査費検討会」

を設置して政務調査費の使途に関する検討を進め、学識経験者等第三者からの意見を踏

まえ、報告書を取りまとめた。この報告書においては、客観性をより担保させるため、

政務調査費の「使途基準」をより具体化した詳細な「使途基準細目」を定めることとさ

れたため、これを踏まえ、規程に「使途基準細目」を追加し、平成 20年 4月交付分の政

務調査費から適用している。

その後も、平成21年度に議会内部に設置した「杉並区議会政務調査費調査検討委員会

（以下「検討委員会」という。）において、継続的に自主的な改善に取り組み、また、

より適正な執行の確保を目的として、第三者によるチェック機関である「杉並区議会政

別紙２-２
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務調査費専門委員会」を平成22年度に設置し、使途に関する事項を中心に検討を重ね、

そこでの議論等を踏まえて検討委員会で検討を行い、使途基準細目の一部を改正する等、

その時々の社会情勢を踏まえ、継続的に見直しを図ってきている。

こうした見直しの中で、事務所費の賃借料についても、自己所有の場合、賃借の場合

など具体的な事例に応じた取扱いについて定め、例規集に掲載（ホームページ上で公開）

し明らかにしているところである。

３ 本件措置請求書における事務所費の内容

安斉議員は、賃貸人ｂ氏との間で杉並区西荻南2丁目所在の物件（以下「本件事務所」

という。）について月額85,000円で賃貸借契約を締結し、ここを安斉あきら事務所として

使用している。

このことについては、本件事務所の居室数は1室のみであり、事務所の扉及び扉の横に

は、安斉あきら事務所と書かれた看板が掲げられていること、また、本件事務所は、「安

斉あきら後援会」を含め、他の団体等に転貸等を行っている事実はないことを区議会事

務局で確認している。

本件事務所においては、区議会議員としての政務調査活動のほか、政治活動にも利用

しているため、規程の「使途基準細目」に規定されているとおり、年間1,020,000円のう

ちの2分の1に当たる510,000円を政務調査費で支出し、残りの2分の1については、政治活

動として利用していることから、その利用分については、政治資金規正法に基づき、同

法第19条に規定する資金管理団体たる「安斉あきら後援会」によって、東京都選挙管理

委員会に収支報告書を提出した旨の報告を受けている。

４ 請求人の主張に対する反論

請求人は、あたかも安斉議員が、同人名義で賃借した事務所を、第三者（安斉あきら

後援会）に転貸し、当該第三者から賃料を得ながら、そのことを隠し、その賃料を差し

引くことなく、契約した金額を前提に政務調査費の交付を受けることは違法、無効であ

り、その金額の返還を求めるとしているようであるが、以下のとおり全くの事実誤認と

言わざるを得ない。

（1）「安斉あきら後援会」の収支報告書における事務所費について

政治資金規正法は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の

不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係

る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の

規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民

主政治の健全な発達に寄与することを目的（第1条）として定められたものである。

その第19条第1項において、公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体

のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体

として指定することができるとしている。

そこで、安斉議員は、同人に係る政治資金の収支を明らかにするため、同人を代

表者、同人の自宅である杉並区上井草4丁目を主たる事務所の所在地として、「安斉
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あきら後援会」を設立し、これを政治資金規正法第19条に定める資金管理団体とし

て、東京都選挙管理委員会に届け出て、同法第12条の規定に基づき、毎年の収支報

告書を提出しているものである。

当該収支報告書における、事務所費については、安斉議員が区議会議員として、

また、政治家として活動するために借り受けた杉並区西荻南2丁目所在の本件事務所

賃借料のうちの政治活動部分について、その収支を明らかにし、収支報告書に掲載

するため、安斉あきら後援会宛の領収書を発行したものであり、「安斉あきら後援会」

がその自らの活動場所とするために借り受けたものでない。領収書但書に「事務所

賃借代」とあるのは、賃貸人であるｂ氏と賃借人である安斉あきら議員との間で締

結された賃貸借契約に係る賃借料を指すものであって、「安斉あきら後援会」と安斉

議員との間で別の賃貸借契約が締結されたことを示すものではない。

このことは、繰り返しになるが、同後援会の事務所所在地が請求人添付資料の収

支報告書に記載されているとおり、杉並区上井草4丁目であることからも明らかであ

る。すなわち、「安斉あきら後援会」が負担した金員は、本件事務所の使用の対価と

してではなく、安斉議員の政治活動に対する活動資金として支出されたものである。

（2）事務所費として政務調査費から支出できる範囲について

杉並区議会では、前記2で述べたとおり、政務調査活動で利用する事務所費につい

て政務調査費を充てることのできる経費として定めている。次に、事務所費総額の

うちの政務調査費を充てることができる割合についても、会派・議員の活動は、区

政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が混在しているケースが多く、実務上経

費を合理的に区分することが困難な場合が多いため、事務所専用として賃借してい

る場合は、使用面積等による区分も困難であることから事務所賃借料の支出割合の

上限は2分の1とし、政務調査費で支出することを使途基準細目で規定しており、本

件事例は、何らこれに反するものではない。

５ まとめ

これまで述べてきたとおり、安斉議員は、自らの政治活動に要した経費と政務調査活

動に要した経費の透明性を確保するために、それぞれ適正に報告書等を記載し、提出等

を行っているものであり、請求人が指摘するような自ら賃借した事務所を第三者に転貸

し、賃料を得ているような事実はそもそもないのであるから、請求人の請求は何ら理由

がないものと言わざるを得ない。
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24 杉議会第 1070 号

平成 25年 2月 28日

杉並区監査委員

小林 英雄 様

同

岩崎 英司 様

杉並区議会

議長 井口 かづ子

政務調査費に係る調査について（回答）

１ 「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例」に基づく議長

の調査の実施について

平成 25 年 2 月 14日付 24 杉監査第 516 号の調査依頼に基づき、条例第 11 条に規定し

ている政務調査費の議長による調査を実施した。

安斉あきら議員の事務所費（平成 23 年度分）に関する部分における請求人が指摘する

不当である等と記載してある内容について、使途基準その他の法規等に照らして、違法・

不当であるか否かについて確認を行った。

２ 調査結果について

安斉議員が行う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると

認められるものはなく、平成 23年度の使途基準及び同細目に基づく適正な支出が行われ

ていた。

３ 請求人の主張に対する見解等

安斉議員は、賃貸人ｂ幸市氏との間で杉並区西荻南2丁目所在の物件（以下「本件事務

所」という。）について月額85,000円で賃貸借契約を締結し、ここを安斉あきら事務所と

して使用している。

このことについては、本件事務所の居室数は1室のみであり、事務所の扉及び扉の横に

は、安斉あきら事務所と書かれた看板が掲げられていること、また、本件事務所は、「安

斉あきら後援会」を含め、他の団体等に転貸等を行っている事実はないことを区議会事

務局で確認している。

本件事務所においては、区議会議員としての政務調査活動のほか、政治活動にも利用

別紙３
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しているため、規程の「使途基準細目」に規定されているとおり、年間1,020,000円のう

ちの2分の1に当たる510,000円を政務調査費で支出し、残りの2分の1については、政治活

動として利用していることから、その利用分については、政治資金規正法に基づき、同

法第19条に規定する資金管理団体たる「安斉あきら後援会」によって、東京都選挙管理

委員会に収支報告書を提出した旨の報告を受けている。

請求人は、あたかも安斉議員が、同人名義で賃借した事務所を、第三者（安斉あきら

後援会）に転貸し、当該第三者から賃料を得ながら、そのことを隠し、その賃料を差し

引くことなく、契約した金額を前提に政務調査費の交付を受けることは違法、無効であ

り、その金額の返還を求めるとしているようであるが、以下のとおり全くの事実誤認と

言わざるを得ない。

（1）「安斉あきら後援会」の収支報告書における事務所費について

政治資金規正法は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の

不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係

る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の

規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民

主政治の健全な発達に寄与することを目的（第1条）として定められたものである。

その第19条第1項において、公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体

のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体

として指定することができるとしている。

そこで、安斉議員は、同人に係る政治資金の収支を明らかにするため、同人を代

表者、同人の自宅である杉並区上井草4丁目を主たる事務所の所在地として、「安斉

あきら後援会」を設立し、これを政治資金規正法第19条に定める資金管理団体とし

て、東京都選挙管理委員会に届け出て、同法第12条の規定に基づき、毎年の収支報

告書を提出しているものである。

当該収支報告書における、事務所費については、安斉議員が区議会議員として、

また、政治家として活動するために借り受けた杉並区西荻南2丁目所在の本件事務所

賃借料のうちの政治活動部分について、その収支を明らかにし、収支報告書に掲載

するため、安斉あきら後援会宛の領収書を発行したものであり、「安斉あきら後援会」

がその自らの活動場所とするために借り受けたものでない。領収書但書に「事務所

賃借代」とあるのは、賃貸人であるｂ氏と賃借人である安斉あきら議員との間で締

結された賃貸借契約に係る賃借料を指すものであって、「安斉あきら後援会」と安斉

議員との間で別の賃貸借契約が締結されたことを示すものではない。

このことは、同後援会の事務所所在地が請求人添付資料の収支報告書に記載され

ているとおり、杉並区上井草4丁目であることからも明らかである。すなわち、「安

斉あきら後援会」が負担した金員は、本件事務所の使用の対価としてではなく、安

斉議員の政治活動に対する活動資金として支出されたものである。
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（2）事務所費として政務調査費から支出できる範囲について

杉並区議会では、政務調査活動で利用する事務所費について政務調査費を充てる

ことのできる経費として定めている。次に、事務所費総額のうちの政務調査費を充

てることができる割合についても、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活

動とそれ以外の活動が混在しているケースが多く、実務上経費を合理的に区分する

ことが困難な場合が多いため、事務所専用として賃借している場合は、使用面積等

による区分も困難であることから事務所賃借料の支出割合の上限は2分の1とし、政

務調査費で支出することを使途基準細目で規定しており、本件事例は、何らこれに

反するものではない。

これまで述べてきたとおり、安斉議員は、自らの政治活動に要した経費と政務調査活

動に要した経費の透明性を確保するために、それぞれ適正に報告書等を記載し、提出等

を行っているものであり、請求人が指摘するような自ら賃借した事務所を第三者に転貸

し、賃料を得ているような事実はそもそもないのであるから、請求人の請求は何ら理由

がないものと言わざるを得ない。

４ 議員からの説明

政務調査費による事務所賃借料の支出は、政務調査費使途基準及び同細目（以下「使

途基準等」という。）に基づき、以下の理由により正当に会計処理されている。

＜理由 1＞

事務所賃借料の支出は、政務調査活動と政務調査活動以外の目的で使用される事が前

提となって使途基準等が定められており、政務調査費で支出することのできる事務所賃

借料の支出割合の上限が決められている。

したがって、事務所賃借料の支出にかかる経費全体を政務調査活動と政務調査活動以

外の目的、政治活動とで一定の按分を行うことは必然であり不当な支出ではない。

＜理由 2＞

このように議員が事務所を使用する際、議員活動のみではなく政治活動等にも使用す

る事は一般的な話であり、このようなことが想定されることを前提に使途基準等も定め

られている。私の事務所も同様であり、一定の按分を行い、それぞれ経費を負担してい

る。

なお、事務所は契約当初より、議員個人の事務所として賃借しており、他の者又は団

体に転貸等をしている事実は一切ない。

今回、「安斉あきら」から「安斉あきら後援会」を宛名として、年間 510，000 円の事

務所賃借料の領収書を発行したことから疑義が生じているが、この後援会は、「安斉あき
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ら」が自らの政治資金の収支を明らかにするため、同人を代表者として、杉並区上井草

4丁目所在の同人の自宅を事務所所在地（請求人の指摘している杉並区西荻南 2丁目の

事務所所在地ではない。）として政治資金規正法第 19条に規定する資金管理団体として

設立したものである。当該後援会は、「安斉あきら」のために政治資金の拠出を受けるべ

き政治団体（資金管理団体）として適正に届け出ており、同人の政治活動として利用し

ている分の賃借料として契約当事者の「安斉あきら」に支払ったものにほかならない。

政治団体の活動にかかる経費の収支報告は、政治資金規正法で義務づけられており、

当該年の 1月 1日から 12月 31日までの収支報告を翌年の 3月 31日まで、所管する行政

機関に報告を行わなければならない。本件の場合は東京都選挙管理委員会が所管する行

政機関である。また、5万円以上の支出が発生した場合は領収書の添付が義務付けられ

ており、政治資金規正法上、適切な事務処理を行い東京都選挙管理委員会に報告をしな

ければならない。

また、東京都選挙管理委員会に添付する領収書については、宛名（安斉あきら後援会）

及び金額（510，000 円）、ただし書（事務所賃借代）が正確に記載されていることが必

要であり、収支報告と支出の証明を東京都選挙管理委員会に届ける際の必須要件である。

上記の要件が満たされていなければ、収支報告及び支出の証明は困難であり東京都選挙

管理委員会は収支報告を受理することはできない。

したがって、宛名及び金額、ただし書の何れかが不適切であれば支出を証明する領収

書としては扱われない。

本件の領収書については、平成 25年 2月 8日に杉並区選挙管理委員会を通じ東京都選

挙管理委員会に確認をしたところ、必須要件はすべて満たされており、支出の証明を正

確に示す証拠書類であるという回答を得ている。

後援会活動を含む政治活動を目的とし、その支出の収支報告及び領収書の添付を怠る

事は政治資金規正法に抵触をすることとなり適正な処理がなされないことになる。

＜理由 3＞

今回の件が転貸に当たるかを契約立会人である ｃ に平成 25年 2月 15日に確認した

ところ、契約当事者が使用するのであれば、同人が代表を務める団体の代表者として使

用していたとしても、社会通念上、不動産取引における転貸に当たらないと認識してい

るとの回答を頂いた。

また、契約当初より本人が議員活動および政治活動を行う事を想定して事務所の賃貸

借契約を結んでおり、今回の件は転貸の認識は一切無く、賃貸借契約にも抵触しないと

の回答を頂いた。

参考：事務所の賃貸借契約の第 8条（禁止事項）（2）賃貸借室の全部又は一部を第三者

に転貸し、若しくは使用させること。
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請求人は、あたかも「安斉あきら後援会」が、全くの別団体であり、その団体へ転貸

しているのにもかかわらず、賃借料の 2分の 1を政務調査費で支払っていることが違法

と言っているようではあるが、「安斉あきら後援会」は、政治資金規正法第 19条に定 め

る「安斉あきら」本人を代表とする資金管理団体の名称であり、同後援会が団体として

当該事務所を使用しているのではなく、「安斉あきら」の政治活動で使用している部分の

賃借料を資金管理団体の役目として収支報告書に記載しているものであり、請求人が事

実を誤認しているに過ぎないものである。

＜理由 4＞

請求人は「すぐろ議員」の事務所賃借料負担の例を挙げ、意見陳述で私の支出につい

て違法と主張しているが、すぐろ議員の場合は、区議会議員としての事務所とそれとは

全く異なる政治団体「みどりの未来」の事務所として使用しているのに対し、「安斉あき

ら」の場合は、他の団体に転貸ないしは共有している事実はないのであるから、同一視

することはそもそも無理があると言わざるを得ない。

以上のことから、政務調査費による事務所賃借料の支出は何ら問題がなく適正な支出

である。

＜参考＞

請求人には、住民監査請求が提出される前の平成 24年 12月上旬にこの問題の疑義に

ついて、約 1時間程度説明を行い全くの誤認である事と見解の相違であることを伝えた。

そのうえで、請求人に対し、なぜ必要以上にこの問題を問題視するのかと尋ねたとこ

ろ、普通の議員であれば話題性がなく自身のブログなどに書いても読者の興味を引かな

いためここまでやらない。東電社員であり話題性があるため、今後ブログや有料サイト

に記事を掲載するとの請求人からの発言があった。

このような自分の売名行為のために適法な行為をあたかも違法なことをしているかの

ように取り繕い、監査請求を行うことは許されないことであり、また、意見陳述におい

て、当住民監査請求と関係のない私に対する誹謗中傷的な文書の掲載がされていますが、

完全な事実誤認であり大変迷惑をしているところである。
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